
令和８年９月６日（日）
１３：００～１４：３０（セミナー）
（受付１２：３０～）

堺市役所本館3階大会議室
（堺市堺区南瓦町３番１号）

開催日時

会 場

定 員

対象者

講演内容

先着50名（要予約・申込詳細は裏面）

堺市内の分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
（※大阪府内の管理組合の役員、区分所有者もご参加いただけます）

【主催】（一社）大阪府マンション管理士会 【共催】堺市

【後援】（一社）日本マンション管理士会連合会、大阪府

≪個別相談会を実施します≫

１４：４５～１５：３０（個別相談会 １組４５分程度）

定 員

時 間

５組（先着順・要予約）

マンション関係法４法（区分所有法・被災区分所有法・マンション再生法・マンション
管理適正化法）改正に伴う

マンション管理適正化とマンション再生とは
～マンション老朽化・建替等に伴う管理・再生の円滑化について～

(仮称）
講師 ： (一社）大阪府マンション管理士会 マンション管理士・1級建築士 田中建治

※個別相談会のみの申し込みはできません。セミナーへの参加が必須です。

参加費
無料！

※自然災害等により、開催を中止する場合があります 。



【アクセス】
南海高野線 堺東駅 下車、
西出口改札を出て左手の
歩道橋 (高架歩道)を通って
約200メートル

※ 公共交通機関の利用に
ご協力願います。

※ 市役所駐車場は有料です。

【申込期間】

令和８年８月10日（月）から８月28日（金）まで

【申込方法】

電話 または電子メールでお申込みください。

【申込時確認内容】
・氏名 ・住所 ・電話番号 ・参加人数

・マンション名 ・マンション所在地 ・管理組合での役職等

・相談内容（個別相談会に申し込まれる方のみ）

一般社団法人 大阪府マンション管理士会

電 話：06－6476－8151 （平日10:00～16:00・土日祝日除く）

電子メール：infoml@googlegroups.com

申込・問合先

申込案内
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堺市 建築都市局 住宅部 住宅施策推進課
電 話：072－228－8215 （平日9:00～12:00・12:45～17:30・土日祝日除く）
電子メール：jusui@city.sakai.lg.jp

堺市所管課

※体調不良等により欠席される場合は、ご連絡をお願いします。


